
 
 

2022 年 8 月 10 日 

井関農機株式会社 

 

 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、「ESG 委員会」を設置することを決議いたしましたので、下

記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 設置の目的 

   当社は、ESG を巡る諸課題への対応について一元的な組織運営を行うことを目的に、取締役会の

諮問機関として、「ESG委員会」を設置いたしました。なお、本日付で、既存の「経営監理委員会」及び

「サステナビリティ委員会」の機能は「ESG 委員会」へ統合し、両委員会を廃止いたしました。 

 

２． 役割 

取締役会の諮問に応じて当社グループの ESG 向上に関する事項について審議し、取締役会に

対して答申を行います。 

 

３． 構成 

委員長：独立社外取締役 

委 員：取締役、執行役員 

なお、オブザーバーとして監査役の出席を要請し、必要に応じ意見を求めます。 

 

４． 設置日 

   2022 年 8 月 10 日 

以 上 

 

井関グループは夢ある農業と美しい景観を支え、持続可能な「食と農と大地」の未来を創造していきます。 

お知らせ 

「⾷と農と⼤地」のソリューションカンパニー 

ESG 委員会の設置に関するお知らせ 


